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序     文 

 

 国際協力機構は、チリ共和国政府から技術協力の要請を受けて平成 12 年 3 月 1 日から 5 ヵ

年の計画で、「チリ共和国住民参加型農村環境保全計画」を実施してきました。 

 このたび、プロジェクト期間終了を半年後に控え、国際協力機構は平成 16 年 9 月 22 日か

ら 10 月 7 日まで、同機構農村開発部技術審議役 荒井博之を団長とする終了時評価調査団を

現地に派遣し、チリ側評価団と合同で、評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、

自立発展性）を中心に総合評価を行うとともに、協力期間終了後の対応策などについて協議

しました。 

 これらの評価結果は、日本及びチリ双方の評価団による協議を経て、合同評価報告書とし

てまとめられ、署名を取り交わしたうえ、両国の関係機関に提出されました。 

 本報告書は上記調査団の調査・評価及び協議の結果を取りまとめたものであり、今後広く

関係者に活用され、日本、チリ両国の親善と国際協力の推進に寄与することを願うものです。 

 最後に、本調査の実施にあたり、ご協力を頂いたチリ政府関係機関及び我が国の関係各位

対し、心からの感謝の意を表します。 

 

平成 16 年 12 月 

 

                             国 際 協 力 機 構 

                             農 村 開 発 部 

                             部長 古賀 重成 
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第 1 回合同評価委員会では、カウンターパート

及び作業委員会代表者が合同評価委員会に対し

て、プロジェクト実施経過発表を行った。 

 

 

 
実施圃場における土壌流亡実証試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性グループによる施設栽培は現在 2カ所で

実施されており、要望は高まっている。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

集会所横に設置された太陽光発電機。データ

収集を行いながら、その展示効果により住民

の興味を引いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サンホセ地区農民代表者へのインタビュー 

では、活動を通じて環境保全や住民参加の 

重要性を強く認識するに至った農民から、 

積極的に意見が出された。 
  

日本の協力の下、改良された畜力播種機。 

不耕起栽培の定着のため、更なる改良が望ま 

れる。 



 評価調査結果要約表 
１．案件の概要 
国名：チリ共和国 案件名：住民参加型農村環境保全計画 

 
分野：農林水産業 援助形態：プロジェクト技術協力 
所轄部署：農村開発部  
第二グループ 

協力金額（評価時点）：約 8 億円 

(R/D) :2000 年 3 月 1 日～ 
2005 年 2 月 28 日 
 

(延長):2005 年 3 月 1 日～ 
2007 年 2 月 28 日 

先方関係機関：農業牧畜研究所（INIA）、農業省農
業政策調査局(ODEPA)、第 8 州政府農業省 
(SEREMI)、農牧開発庁(INDAP)、国家灌漑委員会
(CNR) 
日本側協力機関：農林水産省、緑資源機構 

(F/U) : 他の関連協力： 

 
 
協力期間 

(E/N) :   
１－１ 協力の背景と概要 
チリ共和国（以下、「チリ」と記す）の第 5 州から第 8 州までの天水農業地域では、不安定な利

水状況や水食による土壌侵食の発生などのため、農業開発が著しく制限されており、貧困層が多
く存在している。これらの天水農業地域への対策としては、日本の国連食糧農業機関（FAO）へ
のトラストファンド事業により 1992 年から 1995 年までの間、第 8 州における土壌浸食現況調査
が実施され、その対策のための有効技術マニュアル作成や住民組織作り等が進められた。 
かかる背景の下、FAO による協力をベースとして、第 8 州に選定されたモデル地域の一つであ

るポルテスエロ地域を主たる対象として、小規模灌漑技術及び水・土壌の保全を図る農業環境保
全技術の確立と実証のための技術指導、住民参加型の農業開発計画の策定、及び、それら成果の
チリ国の他の内陸乾燥地への展開を目的として、1997 年 3 月、チリ国政府から我が国に対するプ
ロジェクト方式技術協力の要請がなされた。これを受けて 1998 年 11 月に事前評価調査を実施し、
2000 年 2 月の機材計画調査を経て、同年 3 月から 5 年間のプロジェクト方式技術協力が開始され
た。 
 プロジェクト開始後、2000 年 11 月には運営指導調査団を派遣し、プロジェクト・デザイン・
マトリックス（PDM)並びに活動計画（PO)の策定、本プロジェクトの成果波及を目的としたタス
クフォース設置の確認を行った。2002 年 10 月には中間評価を実施し、指標の設定と PDM の見直
しを行った。 
 
１－２ 協力内容 
(1) 上位目標 

内陸乾燥地において小流域の土壌・水保全プログラムを通して持続的農業と貧困緩和が推
進される 

 
(2) プロジェクト目標 

持続的農業開発のための、土壌・水保全の総合技術が、第 8 州ニンウエ区の小流域におい
て実証される 

 
(3) 成果 
成果 1：小流域レベルにおける適切な農業開発計画が策定される 
成果 2：土壌・水保全の技術が改善される 
成果 3：土壌・水保全の実施可能な総合技術が実証される 

 
(4) 投入 

    日本側： 
     長期専門家派遣   9 名   機材供与      130,586,000 円 
     短期専門家派遣  23 名   ローカルコスト負担 352,883,757 ペソ 
     研修員受入    25 名      
    相手国側： 
     カウンターパート配置  13 名  
     土地・施設提供 プロジェクト事務室、実証圃（PECA）、機材保管室     
     ローカルコスト負担 2004 年度までに 150,358,690 円支出 
 
 

 i



２．評価調査団の概要 
 調査者 （担当分野：    氏  名                職    位              ） 

総    括： 荒井 博之   JICA 農村開発部 技術審議役  
農村開発： 高橋 紀之   農林水産省 農村振興局整備部設計課 

                海外土地改良技術室 海外技術調査係長 
協力計画： 大久保 泰江  JICA 農村開発部 第二グループ 

                畑作地帯第二チーム ジュニア専門員 
評価分析： 岸並 賜    (株)国際開発アソシエイツ 

                パーマネントエキスパート  
調査期間  2004 年 9 月 22 日～2004 年 10 月 7 日 

（18 日間） 
評価種類：終了時評価調査 

３．評価結果の概要 
３－１ 実績の確認 

プロジェクト目標の指標に対する実績は以下のとおりである。 

 
３－２ 評価結果の要約 
(1) 妥当性 

本プロジェクトは、小規模農家の収入及び生活の向上、天然資源の持続的利用を通じた農
牧業の発展を目的とした「チリ国農業国家政策 2000-2010」等の国家政策との整合性が取れ
ており、受益者のニーズが高いことなどから妥当性は高いといえる。 

 
(2) 有効性 

本プロジェクトの有効性は以下の理由から比較的高いといえる。 
プロジェクト目標の指標は、「1.サンホセの最低 30 戸の農家が、本プロジェクトで改善・

開発した土壌保全技術を採用する。」「2.サンホセ地区の 5 つの最小流域のそれぞれにおいて、
少なくとも 2 戸の農家が小規模灌漑技術を使用する。」の 2 点があげられているが、これら
の指標は現在までに達成されている。加えて、サンホセ地区の多くの農家がプロジェクトの
活動に参加し、小麦をはじめとする生産の拡大、土壌浸食の防止、土壌改良等の成果に高い
満足度を示している。しかしながら、チリの内陸乾燥地により適合した低コスト総合技術の
確立や、中間評価後に開始された水資源調査や農民組織等のいくつかの活動に関しては、プ
ロジェクト目標および成果の達成に関わる課題が残されている。 

 
(3) 効率性 

     効率性は比較的高いといえる。 
日本側の投入は質、量、タイミングいずれもほぼ予定通りであった。専門家の派遣につい

ては土壌管理分野の長期専門家の赴任の遅れがあったが、短期専門家が対応するなど影響を
最小に抑えた。中間評価で指摘された言語の障壁は専門家の日常からの努力と工夫により、
大幅に改善されている。チリ人カウンターパートは日本での研修で習得した知識・技術を農
民への指導に十分活用している。機材およびローカルコストについても活動の実施、成果の

プロジェクト目標の指標 指標の達成状況
1. サンホセの最低 30 戸の農家
が、本プロジェクトで改善・開発
した土壌保全技術を採用する 

不耕起栽培に取り組んでいる農家は年々増加し、2004 年には
68 農家（201ha）に達している。また、リルエロージョンを
防止するため、圃場内に緩傾斜の排水路を設置する作業に
は、93 農家（延べ 10km）が申請している。もう一つの土壌
保全対策技術である植林には、CONAF 事業により 2004 年新
たに 7 農家が植林を予定し、プロジェクトの支援による小規
模植林の取り組みについては、2 つのモデル最小流域（MMC）
内の 15 農家が植林(6,000 本)を行っている。また、INDAP
の支援を受けたガリ侵食防止のための土砂止め柵の設置に
関しては、2 つの最小流域内の 6 戸(9 箇所)の農家が取り組
んでいる。 

2. サンホセ地区の 5 つの最小流
域のそれぞれにおいて、少なくと
も 2戸の農家が小規模灌漑技術を
使用する。 

2004 年現在、サンホセ地区で INDAP の補助を受けてオリー
ブ栽培のために新たに灌漑施設を導入した農家は 8 戸であ
り、更に 2 戸がオリーブ、イチゴを対象に灌漑施設を整備す
る予定である。この他に PRODESAL、CADEPA 等の支援に
よりオリーブ、サクランボ、温室栽培に点滴灌漑を行ってい
る農家(9 戸)もおり、プロジェクト終了時までには、灌漑施
設の新たな導入農家は 19 戸となる。これらの農家は、サン
ホセ地区の 5 つの最小流域に点在しており、各小流域におい
て、2 戸以上の農家が小規模灌漑技術を使用している。 
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達成のためによく活用されており、チリ側は日本側による投入の全般に関して高く評価して
いる。 

 
チリ側の投入についても、概して計画通りであった。INIA は、独自の予算を持っておらず、

MINAGRI、CNR、INDAP 等から運営費を確保してきたが、これまでのところ問題は生じて
いない。日本人専門家はカウンターパートの質の高さなどチリ側の投入を高く評価してい
る。 

 
(4) インパクト 

     インパクトはポジティブであると考えられる。主なインパクトは以下のとおり。 
 第 5 州～第 9 州などから多くの農家が実証試験圃やサンホセ地区の農家を訪問していること

や、農業研究機関、開発事業実施機関などの組織と支援プログラムが機能している。このた
め内陸乾燥地の小農を支援する国及び州政府の政策が変わらなければ、持続的農業と貧困緩
和の推進という上位目標は徐々に達成できるものと見込まれる。 

 チリ国関係者は、従来縦割り行政であったものが、本プロジェクトを通じ、共通の目標を達
成するという認識のもと、SEREMI、INDAP、CONAF、ODEPA、CNR、ニンウエ区等の各機
関が相互に連携を図るようになったことを大きなインパクトとして指摘している。 

 サンホセ地区における小麦の不耕起栽培による収量の増加、土壌侵食防止、農作業の軽減な
どの成果を他地域の農家が目の当たりにすることによって、ニンウエ区だけでなく、周辺地
域農民による INDAP への「劣化土壌回復プログラム」融資申請件数が増加している。 

 カウンターパートとして配置されている INIA キラマップの研究者、および技術的課題に応
じて臨時に雇用された研究者が対話・交流を通して、実際に農家レベルで起きている問題や
必要な技術をより理解するようになった。 

 
(5) 自立発展性 

     水資源開発やプロジェクト終了後の財政確保等の懸念材料はある一方、チリ政府は「チリ
国農業国家政策 2000-2010」を策定しており、プロジェクト終了後も「小規模農家の収入及
び生活の向上」を目指す政策は変わらないと考えられる。また新技術を取り入れようとする
農家の意欲も非常に高く、全体的な自立発展性は比較的高いといえる。 

 
３－３ 効果発現に貢献した要因 
(1) 計画内容に関すること 

     計画内容が、農家の貧困軽減の促進を優先課題とした持続的農業であったことから、農家
の関心が非常に高かったことがあげられる。 

(2) 実施プロセスに関すること 
     中間評価以降、住民の参加を得てそのニーズに応える活動、先進地視察や交流会の開催な

ど農民と一緒に行う活動、サンホセ小学校児童への環境保全研修で親子一緒に行う活動など
に重点をおき、それらの活動を通じて農家と専門家およびカウンターパートの強い信頼関係
が醸成されたことがあげられる。また、技術の普及においてサンホセ地区のほとんどの農家
がメンバーとなっている住民集会を大いに活用したことが大きい。 

 
３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 
(1) 計画内容に関すること 

     当初は、小流域ごとに取水堰や溜池を整備した水資源の共同利用方式が想定されていた
が、水源の賦存状況や農家が分散しているという地形的な条件から、個別利用の灌漑施設を
中心にせざるを得なかったことや、施設を共同で利用するという農民の意識があまり高くな
いとされたこと等の要因から、小流域ごとの共同利用システムの採用が進まなかった。 

(2) 実施プロセスに関すること 
プロジェクトの前半は試験圃場における調査研究、データ収集が中心的な活動であったこ

と、また中間評価で指摘があったとおり日本人専門家の言語上の障壁があったことなどか
ら、農民参加の側面で十分な成果が得られなかった。ただし、農民組織化等の活動を通じて、
プロジェクト後半には問題が大幅に改善されたことが確認された。 

 
３－５ 結論 
 5 項目評価で述べたとおり、日本チリ双方の努力により指標を満たしていることから、プロジ
ェクト目標はおおむね達成されたと言える。しかし、水資源の開発、不耕起栽培の定着、農民の
組織化に関しては、いまだ技術的課題が残っている。今後このような課題を克服することによっ
て、プロジェクトの正の効果を持続し、自立発展性を高めることが必要である。合同評価チーム
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は、残された課題に対応するためにプロジェクトを 2 年間延長し、長期専門家については、この
うち最初の 1 年間の派遣とするべきであると結論付けた。 
 
３－６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 
合同評価チームとして以下の提言を行った。 
(1) 上位目標達成のための活動並びに INIA の組織強化及び適正な予算の確保 

   1) 国際セミナーの開催 
   2) サンホセ地区への支援の継続 
   3) 組織強化及び予算の確保 
(2) 残された課題の実施 

   1) 水資源開発調査の継続 
   2) 不耕起栽培のための包括的技術パッケージの確立 
   3) 農民組織の強化 
 
３－７ 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、

運営管理に参考となる事柄） 
作業委員会を通じたサンホセ地区の受益者、プロジェクト実施者である CADEPA、SEREMI、
INDAP、CONAF、PRODESAL やニンウエ区役所等との連携体制は、チリにおける実施モデルと
して高く評価されている。関係機関の間の密なコミュニケーションによって、プロジェクトの達
成度が高いレベルに達したと思われる。 
 

 



略語表 

略称 日本語名称 

SEREMI   第 8 州政府農業省  

INIA   農牧研究所  

FAO   国連食糧農業機関 

MINAGRI  農業省 

ODEPA 農業省農業政策調査局 

AGCI  国際協力庁  

INDAP  農牧開発機構 

CNR  国家灌漑委員会 

CONAF  森林公社  

SAG  農牧サービス機構 

CADEPA  本プロジェクト略称 

PRODESAL  貧困農村区地方開発プログラム 

FOSIS  社会連帯投資基金 

PECA  実証圃 

BL 調査  ベースライン調査 

PCM  プロジェクトサイクルマネジメント（Project Cycle Management） 

PDM  プロジェクトデザインマトリクス（Project Design Matrix） 

PO  プロジェクト活動計画（Plan of Operation） 

R／D  討議議事録（Record of Discussions） 

M／M  議事録（Minutes of Meeting） 

C／P  カウンターパート 

MMC   最小流域 



第１章 終了時評価調査の概要 

 

１－１ 評価調査団派遣の経緯と目的 

(1) 要請の背景と経緯 

チリ第 5 州から第 8 州までの天水農業地域では、不安定な利水状況や水食による土壌侵食

の発生などのため、農業開発が著しく制限されており、貧困層が多く遍在している。これら

の天水農業地域への対策としては、日本の国連食糧農業機関（FAO）へのトラストファンド事

業により 1992 年から 1995 年までの間、第 8 州における土壌侵食現況調査とその対策を講ず

るための有効技術マニュアル作成等が進められた。 

かかる背景の下、FAO による協力をベースとして第 8 州に選定されたモデル地域の一つで

あるポルテスエロ地域を主たる対象として、小規模灌漑技術及び水・土壌の保全を図るため

の技術等の指導による農業環境保全技術の確立と実証、住民参加型の農業開発計画の策定、

それらの成果をチリ国の他の内陸乾燥地に展開することを目的として、1997 年 3 月、チリ国

政府から我が国に対するプロジェクト方式技術協力の要請がなされた。これを受けて 1998 年

11 月に事前評価調査を実施し、2000 年 3 月から 5 年間のプロジェクトが開始された。 

     プロジェクト開始後、2000 年１月には運営指導調査団を派遣し、プロジェクト・デザイン・

マトリックス（PDM）並びに活動計画（PO）の策定、本プロジェクトの成果波及を目的とし

たタスクフォース設置の確認を行い、同年 2 月には機材計画調査団の派遣を実施した。2002

年 10 月には中間評価を行い、指標の設定と PDM の見直しを行った。 

   

(2) 評価調査団派遣の経緯 

1) 要請確認  1997 年 3 月 

1992 年から 1995 年までの間、日本の国連食糧農業機関（FAO）へのトラストファンド事

業により、チリ第 8 州における土壌侵食の現況調査とその対策を講ずるための有効技術マニ

ュアル作成や住民の組織化が進められた。本調査結果に基づいた農業環境保全技術の確立と

他地域への成果の展開を目的として、1997 年 3 月、チリ政府から我が国に対するプロジェク

ト方式技術協力の要請が提出された。 

 

2）事前調査  1998 年 11 月 15 日～29 日 

チリ政府からの要請を受けて、1998 年 11 月に、プロジェクトの枠組みと国会開発計画等

の上位計画の中での位置づけ、当該プロジェクトの実施体制を含めた実施可能性の確認を目

的として、事前評価調査団を派遣した。調査団では、チリ農業省・国際協力庁等の関係機関

（中央及び第 8 州）並びに FAO 事務所等との協議、及び、モデルサイト候補地（ポルエステ

ロ）での現地調査を行った。 

      調査の結果、対象地域における現状把握と想定される協力内容についての確認はできたが、

プロジェクトの枠組み、実施体制、モデルサイト選定の基準、他ドナーによる関連事業との

整理について引き続き検討・協議を要するとして、チリ側に再度、要請書の提出を求めた。 
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  調査団の構成 

担 当 氏 名          所属/役職 

  団長/総括 伊藤 一幸 農林水産省東北農政局土地改良技術事務所長 

土壌/水保全 伊藤 彬 緑資源公団西部支社次長 

作物栽培/土壌肥料 山中 光二 国際協力事業団 国際協力総合研修所 国際協力専門員 

農村開発 川部 伸二 農林水産省九州農政局計画部事業計画課補助土地改良第二係長 

協力企画 和田 充和 農林水産省経済局国際部技術協力課 海外技術協力官 

技術協力 小峰 賢哉 国際協力事業団 農業開発協力部農業技術協力課 職員 

 

3) 短期調査  1999 年 8 月 21 日～9 月 3 日 

事前調査の結果を受けて、チリ政府から再度要請書の提出があり、ポルエステロ近隣のニ

ンウエ区がプロジェクト対象地域として指定された。本短期調査は、要請内容とプロジェク

トの枠組み等の確認を目的として実施した。調査の結果、協力基本計画の作成、実施体制の

確認、モデルサイトの選定がなされた。 

  調査団の構成 

担 当 氏 名          所属/役職 

  団長/総括 今井 伸 農林水産省構造改善局設計課 海外土地改良技術室 課長補佐 

土壌/水保全 太田 弘毅 農林水産省農業工学研究所水工部長 

栽培/土壌肥料 久保田 徹 国際農林業協力協会参与 

技術協力 岩谷 寛 国際協力事業団 農業開発協力部農業技術協力課 課長代理 

 

4) 実施協議調査  1999 年 10 月 25 日～11 月 6 日 

プロジェクト方式技術協力の開始にあたり、チリ国政府関係機関とのプロジェクト実施の

ための協議を行い、討議議事録（Record of Discussions:R/D）、暫定実施計画（Tentative Schedule 

of Implementation:TSI）、ミニッツを作成し署名・交換し、現段階において可能な範囲で PDM

の修正、活動計画（Plan of Operation:PO）を作成した。 

  調査団の構成 

担 当 氏 名          所属/役職 

  団長/総括 南部 明弘 農林水産省構造改善局施工企画調整室長 

灌漑/水資源 今泉 眞之 農林水産省農業工学研究所地下水資源研究室長 

 土壌管理 工藤 正樹 農林水産省東海農政局生産流通部農産普及課 課長補佐 

栽培/営農 宮本 茂一 農林水産省九州農政局生産流通部農産普及課 課長補佐 

技術協力 近藤 愼一 国際協力事業団 農業開発協力部農業技術協力課 特別嘱託 

 

5) 機材計画調査  2000 年 2 月 26 日～3 月 17 日 

本プロジェクトの機材投入計画を策定することを目的として調査を実施した。 
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 調査団の構成 

担 当 氏 名          所属/役職 

   調査員 佐藤 裕 (財)日本国際協力システム 業務第一部機材情報課主任 

  調査員 柴 光昭 (財)日本国際協力システム 業務第一部機材専門技術嘱託 

 

6) 運営指導（計画打合せ）調査  2000 年 11 月 26 日～12 月 8 日 

     プロジェクト開始後半年間で行ったベースライン調査、詳細活動計画の策定を受け、詳細

暫定実施計画書（dTSI）、PDM、PO、及び、モニタリング・評価計画書の策定を行った。さ

らに本プロジェクトの成果波及を目的としたタスクフォース（作業委員会）設置の確認を行

った。 

 調査団の構成 

担 当 氏 名          所属/役職 

総括/灌漑・水資源 南部 明弘 農林水産省構造改善局施工企画調整室長 

土壌管理 松井 章房 農林水産省農産園芸局農産振興課土壌保全班対策係長 

 営農/栽培 森脇 昇 農林水産省中国四国農政局生産流通部農産普及課農産機械係長  

 計画管理 山口 和敏 国際協力事業団 農業開発協力部農業技術協力課 

 

7）運営指導（中間評価）調査  2000 年 10 月 28 日～11 月 16 日 

     プロジェクト協力開始後 3 年目にあたり、1)R/D、PO 等に基づきプロジェクト進捗状況を

把握・評価すること、2)dTSI を確認し、今後の協力過程におけるプロジェクトの活動内容を

より適切なものとすること、3)実施体制の問題点を抽出し必要な提言を行うこと、4)PDM と

活動の現状について確認、評価を行い、活動の進行状況の確認と、評価結果に基づく PDM

の見直しを図ること、5)プロジェクトの持続性に向けた方向について確認することを目的と

して中間評価調査を行った。評価結果は Evaluation Report、改訂版 PO 及び PDM として取り

まとめ、チリ政府と署名・交換を行った。 

  調査団の構成 

担 当 氏 名          所属/役職 

団長/総括 北林 春美 国際協力事業団 農業開発協力部農業技術協力課 課長 

農村開発 田中 繁世 農林水産省総合食糧局国際部技術協力課 海外技術協力官 

 評価分析 古谷 典子 グローバルリンクマネージメント(株)社会開発部 研究員  

 計画管理 安達 一郎 国際協力事業団 農業開発協力部農業技術協力課 職員 

 

(3) 評価調査団派遣の目的 

本調査団は、2005 年 2 月末の協力期間終了に向け、以下の目的により評価調査を行った。 

1) プロジェクト目標が達成されたかどうかを総合的に評価し、インパクトや自立発展性につ

いてもこれまでの活動実績に基づいて検証すること。 

2) 評価結果に基づき、残存協力期間の活動計画を明確にするとともに、協力期間終了後の取

るべき対応策について協議し、その結果を両国政府関係機関に報告・提言すること。 
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3) 今後、類似案件が実施される場合に、その案件を効率的に立案・実施するため、本協力の

実施による教訓を取りまとめること。 

 

(4) プロジェクトの概要 

1) 協力期間：2000 年 3 月 1 日～2005 年 2 月 28 日 

2) プロジェクトサイト 

メインサント：農業牧畜研究所（INIA）第 8 州キラマップ研究センター 

     （チジャン：首都サンティアゴから南に約 500km） 

     モデルサイト：第 8 州内陸乾燥地内モデル地区ニンウエ区サン・ホセ地区 

3）相手国実施機関 

農業牧畜研究所（INIA） 

農業省農業政策調査局（ODEPA） 

     第 8 州政府農業省（SEREMI） 

      農牧開発庁（INDAP） 

     国家灌漑委員会（CNR） 

4）日本側協力機関 

     農林水産省 

     緑資源公団 

5）目標とされる成果 

「持続的農業開発のための土壌・水保全の総合技術が、第 8 州ニンウエ区の小流域におい

て実証される。」をプロジェクト目標とし、以下の 3 点を成果として設定している。 

① 小流域レベルにおける適切な農村開発計画を策定する。  

② 土壌・水保全技術を改善する。  

③ 土壌と水保全の実施可能な総合技術が実証される。 

6）協力活動内容 

① 小流域における天然資源評価と土地利用計画    

       ①-1 水資源評価 

       ①-2 社会経済学調査 

       ①-3 土壌侵食調査 

       ①-4 土地利用計画  

② 土壌・水保全技術の改善    

       ②-1 小規模節水灌漑技術の改善 

       ②-2 水資源開発技術の改善（表流水、地下水）  

       ②-3 土壌管理・保全技術の改善  

③ 総合的技術の実証    

       ③-1 土壌・水保全および有効利用技術の実証 

       ③-2 土壌・水保全に関するマニュアルの作成 

7）長期専門家派遣 

チーフアドバイザー 

業務調整 
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灌漑／水資源 

土壌管理 

営農／栽培 

 

１－２ 評価調査団の構成 

評価調査にあたっては、以下の日本・チリ合同評価による評価を行った。 

(1) 日本側評価調査団員 

担 当 氏 名          所属/役職 

団長/総括 荒井 博之 （独）国際協力機構 農村開発部 技術審議役 

農村開発 高橋 紀之 農林水産省 農村振興局整備部設計課海外土地改良技術室  

海外技術調査係長 

 評価分析 岸並 賜 国際開発アソシエイツ（株）パーマネントエキスパート  

 計画評価 大久保 泰江 （独）国際協力機構 農村開発部第二グループ畑作地帯第二チーム 

ジュニア専門員 

 

(2) チリ側評価調査団員 

担 当 氏 名          所属/役職 

団長/総括 Cecilia ROJAS MINAGRI, ODEPA 国際協力官 

農村開発 Mitzi JELDRES INDAP 第 8 州キリウエ地区所長 

評価分析 Alejandra 

ENGLER 

INIA 業務部 コーディネーター 

評価計画 Iván MERTENS AGCI 二国間担当 

 



１－３ 評価調査日程 

2004 年 9 月 22 日（水）～10 月 9 日（土）：計 18 日間 

官団員は 2004 年 9 月 28 日（火）～10 月 9 日（土）：計 12 日間 

日 月日（曜日） 行程 調査内容 

1 9 月 22 日（水） 成田 

ロスアンゼルス 

09：10 コンサルタント団員移動 

17：20 成田発（JL062） 

11：15 ロスアンゼルス着 

14：10 ロスアンゼルス発（AA7709） 

2 9 月 23 日（木） サンチアゴ 

 

コンセプシオン 

チジャン 

06：05 サンチアゴ着 

08：10 サンチアゴ発 

09：10 コンセプシオン着 

11：00 チジャン着 

14：30 専門家からの聞取り 

3 9 月 24 日（金） チジャン 

 

 

 

08：30  INIA キラマップカウンターパート（5 名）聞取り 

14：30 サンホセ小学校聞取り 

15：30 PECA 見学 

16：30 温室グループ聞取り 

4 9 月 25 日（土） チジャン 09：30 サンホセ農民聞取り 

5 9 月 26 日（日） チジャン     調査結果取りまとめ 

6 9 月 27 日（月） チジャン 09：30 サンホセ農民聞取り 

コンサルタント団員 官団員 7 9 月 28 日（火）  

チジャン／成田 08:30 カウンターパート聞取り 

15:00 ニンウエ区役所聞取り 

16:30  INDAP キリウエ事務所 

聞取り 

09：10 官団員移動 

17：20 成田発（JL062） 

11：15 ロスアンゼルス着 

14：10 ロスアンゼルス発（AA7709） 

8 9 月 29 日（水） チジャン  

／サンチアゴ 

11:00  GTT コプケクーラ聞取り 

15:30   資料整理 

 

06:05 サンチアゴ着 （AA7709） 

10:00 在チリ日本大使館表敬訪問 

11:00 JICA チリ事務所打ち合わせ 

12:30 チリ国際協力庁（AGCI）表敬訪問 

15:00 農牧開発庁（INDAP）表敬訪問 

16:00 農業省表敬訪問 

9 9 月 30 日（木）  

コンセプシオン 

08：00 チジャン発（陸路移動） 

09：00 コンセプシオン着 

08:10 サンチアゴ発（LA263） 

09:10 コンセプシオン着 
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チジャン 

10:00 農業省地方局（SEREMI）表敬訪問 

11:00 第８州知事代理表敬訪問 

15:00 合同評価委員会 

カウンターパート、作業委員会代表者（SEREMI、INDAP、CONAF、

SAG、CNR、第８州政府、INIA-Quilamapu）から合同評価委員会に対

するプロジェクト実施経過発表 

20:00  夕食会（調査団招待） 

10 10 月 1 日（金） チジャン 

ニンウエ 

08:30 ニューブレ県知事表敬訪問 

10:00 ニンウエ区役所表敬訪問 

10:45 住民代表との協議 

14:05 実証試験圃調査 

11 10 月 2 日（土） チジャン 09:00 専門家との協議 

12 10 月 3 日（日） チジャン 評価報告第１案取りまとめ 

13 10 月 4 日（月） チジャン 09:00 評価報告書第１案の関係者への配布 

14:30 合同評価委員会の開催 

16:00 合同評価書の最終協議 

14 10 月 5 日（火） チジャン 09:00 合同評価委員会の開催 12:00 

14:30 合同評価書・ミニッツ案の最終協議 

16:00 合同評価書の署名 

15 10 月 6 日（水） コンセプシオン 

 

サンチアゴ 

11:00 合同調整委員会で報告 

14:10 コンセプシオン発（LA206） 

15:10 サンチアゴ着 

16 10 月 7 日（木） サンチアゴ 09:30 チリ側関係機関報告、ミニッツの署名(AGCI、農業省、INIA：於：農業省) 

11:00  JICA 事務所報告 

12:00 日本大使館報告 

20:45 サンチアゴ発（AA7700）荒井・大久保 

21:10 サンチアゴ発（AA7710）高橋・岸波 
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１－４ 主要面談者 
【チリ側関係者】 
(1) 農業牧畜研究所（INIA） 

Francisco González del Río                 INIA 長官 
 

(2) 農業牧畜研究所（INIA）キラマップセンター 
Hernán Acuña                            所長 

 

(3) サンホセ住民組織 
Eulalia Arriagada                          住民代表 

 

(4) チリ国際協力庁（AGCI） 
Eugenio Pérez                           二国間部長 
Iván Mertens                            二国間担当 

 

(5) 農業省 
Jaime Campos                       農業大臣 

 

(6) 農業省農業政策調査局（ODEPA） 
Octavio Sotomayor                      次官 
Cecilia Rojas                           国際協力担当 

 

(7) 農牧開発庁（INDAP） 
Arturo Saez                     次官 
Cristián Rojas                           次官補佐 
Tonci Tomic                            国連開発計画（UNDP)プロジェクト担当 
Claudio Pérez                           CADEPA プロジェクトマネージャー 

 

(8) 農牧省地方局（SEREMI） 
Alvaro Pinochet                          局長代理 

 

(9) 第 8 州政府 
Rodrigo Díaz                            州知事代理 

 

(10) 農牧開発庁第 8 州事務所キリウエ地区 
Mitzi Jeldres Ostíz                        所長 

 

(11) 第 8 州農政局   
Jaime Peña Cabesón                      農政局長 
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(12) 森林公社第 8 州事務所 
Rodrigo Rodríguez                       所長代理 

 

(13) ニューブレ県政府 
Patrício Huepe García                   県知事 

 

(14) ニンウエ区  
Júlio Avila Burgoa                        区長 
Hernán Cordero                          助役 

 
【日本側関係者】 
(1) 在チリ日本国大使館 

小川 元                     特命全権大使 
島尾 武文                    一等書記官 

 

(2) 国家灌漑委員会 
黒沢 純                     個別派遣専門家 

 

(3) JICA チリ事務所 
江塚 利幸                    所長  
原田 ますみ                   所員（プロジェクト担当） 



第２章 終了時評価の方法 

 

２－１ 評価デザイン 

2002 年 11 月の中間評価時に PDM が見直され、現在の PDM2 が策定された。これは、プロジェ

クトの実施過程でプロジェクトを取り巻く要因や活動に変化が確認されたためであり、当初の

PDM1 を踏襲しつつ、「成果」の部分の指標を住民参加の度合いを測ることを目的として、プロジ

ェクト関係者との協議を経て修正されている。同様に、PDM の変更に応じて PO にも必要な修正

が加えられている。本調査においては、PDM2 を評価のために用いた。 

 

２－２ 主な調査項目と情報・データ収集方法 

まず、PDM2 に基づき、プロジェクトの目標達成度、評価 5 項目、実施プロセスをそれぞれ検証

するために評価グリッドを作成した。評価グリッドから、確認事項を検討し、それぞれの確認事

項について、どのように確認するのか、その情報の入手方法を検討した。主な情報の入手方法は

以下のとおり。 

(1) 質問票 

対象者：カウンターパート、専門家、プロジェクト関係者（合同調整委員会のメンバー）、

サンホセ地区の農家 

活動 3 分野（灌漑／水資源、土壌管理および営農／栽培）ごとのカウンターパートおよび

専門家、プロジェクト関係者（合同調整委員会のメンバー）に対し、評価 5 項目に基づいた

質問票を作成し、回収後分析した。 

 

(2) プレゼンテーション 

INIA のプロジェクト組織・運営、また活動 3 分野ごとの成果等についてカウンターパート

がプレゼンテーションを実施し、その後質疑応答を行った。 

 

(3) 聞き取り 

対象者：カウンターパート、専門家、農家等 

カウンターパート及び専門家への聞き取りは、評価委員がグループおよび個別に行った。

農家に関しては、サンホセ地区における温室グループおよび戸別訪問、住民集会所における

グループ聞き取りを実施した。聞き取り調査については別添資料 6.を参照。 

 

(4) 資料のレビュー 

終了時評価の事前資料等を基に、これまでのプロジェクト活動の進捗や実績を確認した。 
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２－３ 合同評価手法 

日本側、チリ側双方からなる合同評価委員会を組織し、評価 5 項目に沿って当該プロジェクト

の評価を行った。合同評価委員会は、日本側 4 名、チリ側 4 名から構成されている。 

評価委員は、各種報告書の分析、一連の現地調査やプロジェクト関係者への聞き取り、関係機

関との協議を実施し、これらに基づき評価結果について協議した上で、合同評価レポートをとり

まとめた。 

 



第３章 プロジェクトの実績と現状 

 

３－１ 投入実績 

(1) 日本側投入 

  1) 専門家派遣 

R/D に基づいて、2004 年 9 月現在で、長期専門家 9 名、短期専門家延べ 23 名が派遣され

た（詳細リストは、付属資料 1.ミニッツの ANNEX 3 参照）。 

  2) 研修員受入れ 

2004 年 9 月までに述べ 25 名を受け入れた（分野及び詳細リストは、付属資料 1.ミニッツ

の ANNEX4 参照）。 

  3) 機材供与 

日本側によって、ミニッツの ANNEX5 に示す機械（総額 130,586,000 円）が供与された（詳

細リストは、付属資料 1.ミニッツの ANNEX5 参照）。 

  4) ローカルコストの補助 

2004 年 9 月までに合計 352,883,757 円を支出した（詳細リストは、付属資料 1.ミニッツの

ANNEX6 参照）。 

 

(2) チリ側投入 

   1) C/P 及び事務職員の配置（年間 13 名） 

マネージメントレベル 3 名、灌漑・水資源分野 3 名、土壌管理分野 4 名、営農・栽培分野

3 名が配置された（詳細リストは、添付資料 1.ミニッツの ANNEX7 参照）。 

2) 土地、建物、設備の提供 

INIA キラマップセンター内にある本プロジェクトの事務所、施設、PECA が提供されてい

る。 

3) ローカルコスト 

チリ側（INIA、CNR、FOSIS、CONAF、INDAP、Municipalidad Ninhue、FNDR 支出分を含

む）は、2000 年度から 2004 年度までの合計金額でローカルコスト 817,115,349 ペソ（約

150,358,690 円/2004 年 10 月 17 日付レートに基づく）を支出している（詳細リストは、付属

資料 1.ミニッツの ANNEX8 参照）。 

 

３－２ 各分野の活動実績 

各分野における活動実績については、付属資料 4.参照。 
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３－３ プロジェクトの実施プロセス 

各分野におけるプロジェクト活動の実施プロセスは、設定されている指標の達成状況から、総

じて非常に効果的であったと判断できる。これには共通して、以下が大きな要因として考えられ

る。 

① 一連の活動が日本人専門家と現地カウンターパート及び関係機関との密接な連携の下、必要

な活動が適切に行われたこと。 

② プロジェクトにより導入された技術の効果が農家により評価され、農家の取組意欲につなが

ったこと。 

③ 更に、これらの技術を導入する際に必要な支援体制（補助金等の制度）が、適切に運用され

たこと。 

また、これらの活動の前提となる関係者（農家を含む）との信頼関係の構築が日本人専門家の

努力によって成されたことを評価したい。 

なお、一部の専門分野に関しては、よりその成果を確実なものとするための技術的課題が見ら

れたことから、これらの背景と現状及び取組みの必要性について以下に記す。 

 

(1) 水質改善技術（灌漑／水資源） 

中間評価の提言を踏まえ、主要な灌漑用水源として検討されていた浅井戸の利用については、

水質調査の実施により大部分（88%）の浅井戸から大腸菌が検出された。浅井戸の水は灌漑用

水としての利用には問題ないものの、野菜の洗浄といった付加価値を与える利用に適してい

ないことがわかった。よって、浅井戸に関しては汚染源を推定するための水質に関する調査

を継続して実施していくとともに、サンホセ以外の地域への展開を考慮し、浅井戸以外の水

源についても検討が必要であると考えられる。 

    既存浅井戸における大腸菌検出地図 
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1) 小規模

小規模

井戸の活

より、大

において

ていた小

これを受

側に調査

2004 年

ている。

 

小規模

も課題と

率（建設

えて、現

燥地にお

される必

地への展

確保のた

と考える

 

 

2) 深井戸

深井戸

低いと判

中間評価

業開発計

つある。

期待が高

の活動に

 

 

既存浅井戸の水質調査結果（調査数：92） 

 ○ 大腸菌(Coliformes) 

〔飲料水基準〕検出されないこと     

〔結果〕81 の井戸(88%)で大腸菌を検出 

〔灌漑用水基準〕1,000/100ml 以下（総大腸菌数の平均が 105/100ml）
ため池（灌漑／水資源） 

ため池については、中間評価によりその普及の可能性が低いと判断され、既存の浅

用を中心とした灌漑計画が進められてきた。しかしながら、中間評価以降の調査に

部分の浅井戸から大腸菌が検出された。また、これまでの農業開発計画策定の過程

、深井戸等の施設の共同利用（管理）への意識が醸成されつつあり、当初検討され

規模ため池による水源開発の可能性についても、農家が興味を抱くようになった。

けて、CADEPA は１つの MMC において小規模ため池の可能性を調査するため農家

計画案を提示したところ、理解が得られたことから、2003 年度に建設を開始した。

度の雨期（5 月以降）からため池における水収支を算定するためのデータ収集を行っ

 

ため池については、中間評価の際に 

して指摘されているように、貯水効

費用と貯水容量の兼ね合い）を踏ま

在収集しているデータを基に内陸乾

ける導入の可能性について検討がな

要がある。上位目標である内陸乾燥

開も視野に入れ、安定的な用水量の

めにも引き続き取組みが必要である

。 
住民の理解の基に建設されたため池は、2004 年 5 月 

からデータ収集を開始した。 

・試錘調査（灌漑／水資源） 

については、建設並びに揚水コストの面から中間評価においてその普及の可能性が

断され、既存の浅井戸の活用を中心とした灌漑計画が進められた。しかしながら、

以降の調査により、大部分の浅井戸から大腸菌が検出された。また、これまでの農

画策定の過程において、深井戸等の施設の共同利用（管理）への意識が醸成されつ

果樹・野菜等の洗浄用水等を目的とし、大腸菌が存在しない深井戸に対する農家の

まっている。一方で深井戸に関しては、中間評価以降の短期専門家（地下水開発）

おいて、深井戸による地下水開発の可能性が示唆されている。 
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なお、深井戸による地下水開発については、平

成16年に業務発注によるボーリング調査を1回実

施しているが、この一度の実施のみで成果を得る

ことは困難である。地下水開発は本来、電気探査

等により推定された地質状況を基に、数カ所にお

いてボーリング（試錘）調査を実施し、これらの

情報を基に解析を行い、その適否を判断するもの

である。地下水開発技術を十分に移転させる意味

からも、引き続きボーリング調査を行うべきであ

る。 
PECA に設置された貯水槽。PECA に隣接する谷に

試掘された深井戸から揚水されているが、期待さ

れた揚水量を得るには至らなかった。 

これらの背景と、上位目標である内陸乾燥地へ

の発展も踏まえ、水質の良い水源確・保及び安定的な用水量の確保のための深井戸・試錘調

査を行う必要がある。 

 

(2) リモートセンシング等の活用（灌漑／水資源） 

中間評価において普及の可能性が低いと指摘された地下水開発やため池は、その後のプロジ

ェクト活動において必要性が高まっていった。終了時評価においては、今後も継続した取り

組みの必要性があることが確認された。 

これらの技術は、地下水推定技術の高度化や現地情報の蓄積が重要であると同時に、技術の

高度化・効果的実施のためにも、リモートセンシング等の技術を活用することが必要である。 

 

(3) ローカルエネルギーの活用技術（灌漑／水資源） 

ローカルエネルギーの活用については、井戸を主要な 

水源とする現在の内陸乾燥地において重要なポンプの電

力源として期待されている。 

このことから、中間評価調査時にこのローカルエネル

ギーの活用が活動計画に追加され、チリ側を中心に対応

がなされており、現在では 1 基の太陽光発電装置が設置

されるとともに、1 基の風力発電装置も設置されている。 

これらの装置は基本的にメンテナンス・フリーであり、

初期投資と簡易な管理により所要の電力量がまかなえる

のであれば、普及の可能性は十分にあると考えられる。 

しかしながらプロジェクトでは、装置が設置されてか

ら期間が浅く、データ収集も開始されたばかりであるこ

とから、最低でも 1 年程度のデータを基に、導入の可能

性を検討する必要があると考えられる。 

ローカルエネルギーとして検討されている

風力発電。PECA 内に設置されている。 

 

(4) 不耕起栽培技術の確立（土壌管理、営農／栽培） 

不耕起栽培技術については、当初サンホセ地区の農家には新たな技術への抵抗感があったこ

とから、取り組みが遅れていた。 
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その後、専門家の活動や試験圃場での栽培実証

などのプロジェクト活動が積極的に実施されたこ

とにより、現在では、不耕起栽培が多くの農家で

採用されるようになった。 

不耕起栽培は、穀類、豆類等の栽培において地

表面を耕起せず播種し、作物残渣で表面被覆する

栽培法であり、これを繰り返すことにより作物生

産性の高い土壌を形成していく栽培体系である。

CADEPA では、PECA における不耕起栽培を 2001

年度から実施しているが、チリ国内陸乾燥地の気

象条件と積年のエロージョンによる表層土の流亡

から、当該地区の土壌の発達が非常に緩慢であり、

土壌の有機物含有量（栄養分）が不足しており、

未だ安定しているとは言えない状況にある。 

従来の農法（バルベッチョ）によって荒起こしされ

た農地。降雨による土壌流亡が、悪循環を引き起こ

している。 

CADEPA においては、サンホセ地区での実証試

験を通じて、不耕起栽培の継続における作物残渣

の処理法や、緑肥作物の利用法の検討による土壌

構造の改善や適正な施肥法、また病原菌の移転を

防ぐための農薬の施用法の確立が必要である。内

陸乾燥地の地域条件により適合した技術体系とし

て確立するため、引き続き活動が必要であると考

えられる。 
PECA では不耕起栽培と従来の農法による比較

を行いながら、不耕起栽培への理解を得る努力

が続けられている。 

 

 

サンホセにおける不耕起栽培の導入状況 

2001 2002 2003 2004 
作物 

農家数 面積(ha) 農家数 面積(ha) 農家数 面積(ha) 農家数 面積(ha)

小麦 12 12.1 31 39.1 43 91.8 59 138.0 

エンドウ豆 6 3.9 7 5.6 5 3.1 9 6.1 

レンズ豆 2 1.2 5 3.9 4 5.2 14 23.6 

燕麦 2 1.4 3 3.4 10 14.1 17 20.5 

トリチカレ - - - - - - 1 1.0 

牧草 - - - - - - 16 11.4 

合計 
22 

（16） 

18.6 

 

46 

（33）

52.0 

 

62 

（47）

114.2 

 

116 

（63） 

200.6 

 

注 1) トリチカレ（Triticale）は、小麦と野生種を掛け合わせて育種した飼料用小麦 

注 2) 農家数合計は延べ、（ ）は実戸数 

注 3) 合同評価委員会発表資料による 
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不耕起栽培土壌の状況 

不耕起栽培 

継続年数 

場 所 腐植

(%) 

無機態窒素

(ppm) 

有効燐酸 

(ppm) 

仮比重 孔隙量 

(v/v%) 

1～2 年 ニンウエ村 

サンホセ A 農家 

1.7 13 2 1.6 40.7 

6 年 ニンウエ村 

チェケン B 農家 

2.7 12 33 1.5 43.2 

20 数年 フロリダ村 

チェケン C 農家 

13.4 24 119 1.3 47.7 

（土壌管理専門家調査結果） 

 

(5) 畜力播種機の改良（土壌管理、営農／栽培） 

(4)「不耕起栽培技術の確立」においても述べているが、地表面を耕起せずに播種し、作物

残渣で表面被覆する不耕起栽培では、不耕起播種機による播種作業において、作物残渣が作

業の支障となる。 

CADEPA では短期専門家の支援を得て、畜力播種機の改良が行われているが、降雨量が少

ないという自然条件等から前草あるいは残渣が腐りにくく、播種機に絡みつく原因となって

いる。畜力播種機の改良は専門家の PO に明示されているものではないものの、不耕起栽培技

術の確立・普及のために重要な要素であり、プロジェクト活動を通じた更なる改善が望まれ

る。 

 

(6) 農業機械銀行組織化支援（農業開発計画） 

これまでの農業開発計画策定の過程において、農業機械及び深井戸等の施設の農家による

共同利用（管理）への意識が醸成されてきた。農家からは、農業機械の共同利用及び管理・

運営を行うため、農業機械銀行の組織化の要望があがっている。 

これを受けて、受益農家により形成された組織

は、現在 INIA に供与されている農業機械の活用

を行っている。組織の基礎は出来つつあることか

ら、法的に認められる組織の確立を残されたプロ

ジェクト期間中に行う予定であるが、資金運用を

含めた組織の運営・管理について、支援すべき課

題が残されている。 

農業機械銀行は、農家が共同体として持続発展

するために重要なコンポーネントであり、この組

織の体制整備に支援を行うことは、引いてはサン

ホセ並びに上位目標達成のために重要であると考

えられる。 

農業機械の共同管理・利用が個々の農家を組織

として結びつける契機となっている。 
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第４章 評価結果 
 
４－１ 評価 5 項目によるプロジェクトの評価結果 

４－１－１ 妥当性 
本プロジェクトは、国家政策との整合性が取れており受益者のニーズが高いことなど

から妥当性は高いといえる。 
(1) 国家・地域開発政策との妥当性 

2001 年 10 月に策定されたチリ農業国家政策 2000-2010「Una Política de Estado para 
la Agricultura Chilena Periodo2000-2010」は、①農牧業の国際競争力の強化、②小規

模農家の収入及び生活の向上、③天然資源の持続的利用を通じた農牧業の発展、を

掲げている。内陸乾燥地における持続的農業開発を目的とする土壌・水保全技術を

実証・確立し波及をするという本プロジェクトの計画はチリ国の国家政策（特に上

記計画の②および③）に合致しているといえる。 
第 8 州の地域開発においても、内陸乾燥地域は他の地域に比べて営農、生活レベ

ルが低く、その底上げは優先課題として掲げられており、当該地域のニーズに合致

している。 
 

(2) 受益者の妥当性 
プロジェクトが推奨してきた不耕起栽培への取り組む農家が年々増加してきてい

る。受益者であるサンホセ農民は、生産増加、収入向上を期待して、新しい技術の

導入に非常に積極的であり、最終評価調査時の聞き取りにおいても実際に多くの農

家が 1ha あたり 2 倍程度の生産増加およびそれに伴う収入増を実現していることが

明らかになった。持続的農業のための技術開発を通じて小農の支援を行う本プロジ

ェクトは、地域農民のニーズに合致していると言うことができる。 
 

(3) 我が国の援助方針との妥当性 
チリ国における開発の方向性と開発重点分野として環境保全が挙げられており、

効果的な環境政策実施体制の行政および技術面での強化が必要であることが認識さ

れている。我が国も同国における援助重点分野として自然環境保全をあげている。

本プロジェクトは、乾燥地で土壌侵食が多いとされる第 8 州の農村において、土壌･

水保全の技術改善・実証を通して貧困軽減を図るものであり、我が国の政策と合致

している。 
 
４－１－２ 有効性 

プロジェクトの有効性は以下の理由から比較的高いといえる。 
(1) プロジェクト目標の達成状況 

表 4-１はプロジェクト目標レベルの指標とその達成状況である。 
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表 4-1：指標および達成状況 
プロジェクト目標の指

標 
指標の達成状況 

1. サンホセの最低 30
戸の農家が、本プロジェ
クトで改善・開発した土
壌保全技術を採用する。 

不耕起栽培に取り組んでいる農家は、年々増加し 2004 年には
68 農家（201ha）に達している。また、リルエロージョンを
防止するため圃場内に緩傾斜の排水路を設置する作業には、
93 農家（延べ 10km）が申請している。もう一つの土壌保全
対策技術である植林には、CONAF 事業により 2004 年に新た
に 7 農家が植林を予定し、プロジェクトの支援による小規模
植林の取り組みには、2 つのモデル MMC 内の 15 農家が植林
（6,000 本）を行っている。また、INDAP の支援を受けたガ
リ侵食防止のための土砂止め柵の設置には、2MMC 内の 6 戸
（9 箇所）の農家が取り組んでいる。 

2. サンホセ地区の 5 つ
の最小流域のそれぞれ
において、少なくとも 2 
戸の農家が小規模灌漑
技術を使用する。 

2004 年現在、サンホセ地区で INDAP の補助を受けてオリー
ブ栽培のために新たに灌漑施設を導入した農家は 8 戸であ
り、更に 2 戸がオリーブ、イチゴを対象に灌漑施設を整備す
る予定である。この他に PRODESAL、CADEPA 等の支援によ
りオリーブ、サクランボ、温室栽培に点滴灌漑を行っている
農家（9 戸）もおり、プロジェクト終了時までには、灌漑施
設の新たな導入農家は 19 戸となる。これらの農家は、12 の
最小流域単位に分散しているが、サンホセ地区の 5 つの最小
流域のそれぞれにおいて、2 戸以上の農家が小規模灌漑技術
を使用している。 

 
プロジェクト目標は、「持続的農業開発のための土壌・水保全の総合技術が、第 8

州ニンウエ区の小流域において実証される」ことであり、その指標として上記の 2
つがあげられている。これらの指標は現在までに達成されていると言える。加えて

サンホセ地区の多くの農家がプロジェクトの活動に参加し、小麦をはじめとする生

産の拡大、土壌侵食の防止、土壌改良等の成果に高い満足度を示している。しかし

ながら、チリの内陸乾燥地により適合した低コスト総合技術を確立するためには、

さらに改善を要する技術的課題も残っている。また水資源調査等いくつかの活動は

中間評価後に開始されており調査結果が出るまでには時間を要し、結果によっては

プロジェクト目標および成果の達成度にかかわると考えられる。以下は 2005 年 2
月までに完了が困難と思われる各分野における課題である。 

  
1) 灌漑／水資源 

施設を共同で利用するという農民の意識があまり高くないとされたことなどか

ら小規模溜池の調査が一時中止され、さらに深井戸の試掘結果が思わしくなかった

ことにより、これまで浅井戸中心に開発が進められてきた。しかしながら、中間評

価後、灌漑による果樹栽培が拡大し、水の需要が増大したこと、同時に浅井戸に大

腸菌の汚染が発見されるなどしたため、水源の確保は、農民にとって大きな関心事

となっていることがわかった。 
このような状況下、小規模ため池、深井戸、太陽熱・風力等のローカルエネルギ

ーが潜在的な水源として再調査される機運が高まると同時に中間評価後に派遣さ

れた日本人短期専門家も深井戸の試掘を提言している。また小規模ため池の共同利

用は農業開発計画の策定への積極的な参加を通して農民の間で理解が深まりつつ

あり、小規模ため池および深井戸の調査は現在進行中である。 
ローカルエネルギーに関する調査は 2002 年 11 月の中間評価後に開始され、太陽
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熱および風力エネルギーは試行の段階である。結論が出るまでには今後更なるデー

タ収集・分析が必要となる。 
 

2) 営農／栽培 
不耕起栽培は広く農家に受け入れられているが、導入後あまり時間がたっておら

ず、サンホセ地区の土壌に十分な有機物が堆積していないのが現状である。この地

域に不耕起栽培を根付かせ肥料や農薬の最適化を図るためには、適用可能な技術の

実証や機械の改善を含む包括的な技術パッケージを確立する必要がある。 
 

3) 農業開発計画／組織強化 
プロジェクトによって供与された資機材を運用･管理および整備をしていく目的

の農民組織は作られてはいるが、実際は農民により独自に整備や財政面での活動は

行なわれておらず、組織強化が必要であると考えられる。この点においてチリ側は

日本側の支援を強く求めている。 
 

(2) 成果の達成状況 
表 4-2 は成果レベルの指標とその達成状況である。 

  表 4-2：指標および達成状況 
成果の指標 指標の達成状況 

1-1 プロジェクト終了ま
でに、少なくとも 2 つのモ
デル最小流域における農
業開発計画が策定される。 

2 つの最小流域を選定し、農民の参加を得て適切な土地利用
計画を中心とした農業開発計画(案)を策定している。計画作成
作業においては、プロジェクトで収集された植生、土壌、傾
斜度等の基礎データ、現地調査、農家個別調査結果に基づき、
農民との話し合いやワークショップ等を重ねて作成された。

1-2 2003 年末までに、農
業開発計画策定に参加し
た農家の割合が全農家数
の 60%を越える。 

①CADEPA 研修コースに参加する：88 戸 
②実証圃(PECA)に学ぶことを目的として訪問する：95 戸 
③CADEPA 関連技術を導入するために支援プログラムに応募

する：83 戸 
①・②・③を実行した農家は 74 戸（プロジェクト地域内の全
農家数 110 戸の 67%）となっている。 
 

2-1 プロジェクト終了ま
でに、少なくとも 3 個の土
壌・水保全に関する技術が
改善・開発される。 

これまでのプロジェクト活動により改善あるいは開発された
土壌・水保全に関する主な技術には i)浅層地下水開発可能量
の推定技術、ii)地質断面調査による地下水開発、iii)点滴灌漑
システムの水管理技術、iv)小麦、豆類等の不耕起栽培技術、
v)畜力不耕起播種機の開発、vi)在来有用樹利用による緑化技
術等がある。 
 

3-1 プロジェクト終了ま
でに、環境保全型の適正技
術がモデル農家レベルに
おいて実証され、4 分野を
含めて 1 冊にマニュアル
化される。 

プロジェクトでは実証試験圃だけでなく、サンホセ農民の参
加を得て土壌・水保全技術の実証に取り組んできている。水
資源や不耕起栽培において技術的課題がいくつか残されてい
るが、実証された技術については農民から受け入れられてい
る。これまでの成果を取りまとめた 4 分野の技術マニュアル
については、専門家、カウンターパート、INIA 及び INDAP
等の技術者との共同作業として現在作成中である。 

3-2 プロジェクト終了ま
でに、土壌と水保全に関す
る農家向けパンフレット
が 5 つ作成される。 

農家向け技術パンフレットのようなものは、これまでに「乾
燥地域のための灌漑システム」「トラクターの運転と維持管
理」「栽培カレンダー」がある。このほかにプロジェクトの成
果を中心に、現在 12 のテーマで技術パンフレットを作成中で
ある。 
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   成果レベルの指標もほぼ達成されている。本プロジェクトの 3 つの成果はいずれ

もプロジェクト目標の達成に直結すべく設定されており、プロジェクトがなければ

実践・普及されないものである。また指標は各成果の達成度を具体的に示すもので

あり、妥当であると言える。 
 

４－１－３ 効率性 
一部投入の遅れはあったものの、投入はおおむね質、量、タイミングともに妥当であ

った。プロジェクトの効率性は比較的高いといえる。 
(1) 日本側投入 

1) 専門家の派遣 
合計 9 名の長期専門家、23 名の短期専門家が派遣された。 

2) カウンターパートの日本での研修 
合計 25 名のチリ人カウンターパートが日本で研修を受けた。 

3) 機材供与 
130,586,000 円相当の機材が供与された。 

4) ローカルコスト 
352,883,757 ペソのローカルコストが投入された。 

 
(2) チリ側投入 

1) カウンターパートの配置 
合計 13 名のカウンターパートが配置された。 

 

2) 土地、建物および施設の供与 
日本人専門家のための事務所、実証圃場（PECA）およびその他必要な施設が提

供された。 
3) ローカルコスト 

817,115,394 ペソの運営費が投入された。 
 

(3) 投入と成果の関連性 
日本側の投入は質、量、タイミングいずれもほぼ予定通りであった。専門家の派

遣については土壌管理分野の長期専門家の赴任の遅れがあったが、短期専門家が対

応するなど影響を最小に抑えた。中間評価で指摘された言語の障壁は専門家の日常

からの努力と工夫により、大幅に改善されている。チリ人カウンターパートは日本

での研修で習得した知識・技術を農民への指導に充分活用している。機材およびロ

ーカルコストについても活動の実施、成果の達成のためによく活用されている。 
チリ側の投入についても、概して計画通りであった。INIA は、独自の予算を持っ

ておらず、MINAGRI、CNR、INDAP 等から運営費を確保してきたが、これまでの

ところ問題は生じていない。日本人専門家はカウンターパートの質の高さなどチリ

側の投入を高く評価している。 
 

 
 

 21



４－１－４ インパクト 
以下のような正・負のインパクトが確認された。 
 

 上位目標達成のための農業開発計画の作成、それに基づいた普及はチリ側関係機関の

重要な役割であるが、サンホセ地区のあるニンウエ区、周辺のサンニコラス区、キリ

ウエ区などに加え、第 5 州～第 9 州などから多くの農家が実証試験圃やサンホセ地区

の農家を訪問していることや、農業研究機関、開発事業実施機関などの組織と支援プ

ログラムがしっかりしていることから、内陸乾燥地の小農を支援する国及び州政府の

政策が変わらなければ、持続的農業と貧困緩和の推進という上位目標は徐々に達成で

きると思われる。 
 

 チリ大学やコンセプシオン大学などの農学部学生、他の地域で農村開発プロジェクト

を行っている技術者などがプロジェクトを訪問し、専門家、カウンターパートとの意

見交換などを行っている。 
 

 チリ国関係者は、従来縦割り行政が本プロジェクトを通じ、共通の目標を達成すると

いう認識のもと、SEREMI、INDAP、CONAF、ODEPA、CNR、ニンウエ区等の各機関

が相互に連携を図るようになったことを大きなインパクトとして指摘している。本プ

ロジェクトで見られるこのような協力関係はまれであり、本プロジェクトは斬新で効

率的な相互協力のあり方を示したといえる。 
 

 プロジェクトで実証されサンホセ農民から受け入れられている技術を周辺の農家に普

及させるため、INIA では 2004 年度からパチャグアとコブケクーラの 2 つの地区で不

耕起栽培 GTT 事業を開始している。10～12 戸程度で構成される農民グループに対し、

INIA の技術者（カウンターパート）が毎月テーマ（肥料、牧草等）を決めて技術指導

を行うとともに、プロジェクトに供与された畜力播種機の貸し出しなどの支援を行っ

ている。 
 

 サンホセ地区において小麦の不耕起栽培による収量の増加、土壌侵食防止、農作業の

軽減などの成果を他地域の農家が目の当たりにすることによって、ニンウエ区だけで

なく周辺地域農民の INDAP への「劣化土壌回復プログラム」融資申請件数が増加して

いる。なお、ニンウエ、コブケクーラ、キリウエに対する融資額は、プロジェクト以

前は約 1 千万ペソであったのが現在は 2 千 5 百万ペソと大幅に増加した。 
 

 カウンターパートとして配置されている INIA キラマップの研究者、および技術的課題

に応じて臨時に雇用された研究者が対話・交流を通して実際に農家レベルで起きてい

る問題や必要な技術をより理解するようになった。 
 

 負のインパクトとして、サンホセ地区以外の地域から INDAP の予算配分への不満が出

てきている。しかしながら INDAP の説明によると、サンホセ地区以外の地区に対して

も融資額は大幅に増大しているとのことであった。 
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４－１－５ 自立発展性 
水資源開発やプロジェクト終了後の財政確保等の懸念材料はある一方、チリ政府は「チ

リ農業国家政策 2000-2010」を策定しており、プロジェクト終了後も「小規模農家の収

入及び生活の向上」を目指す政策は変わらないと考えられる。また新技術を取り入れよ

うとする農家の意欲も非常に高く、全体的な自立発展性は比較的高いといえる。 
(1) 政策・組織面 

政策・組織面の自立発展性は比較的高いといえる。 
聞き取りにおいて多くのチリ国政府関係者が「内陸乾燥地において小流域の土

壌・水保全プログラムを通して持続的農業と貧困緩和が促進される」というチリ国

の政策は変わらないと明言している。また、2001 年に策定された前述のチリ農業国

家政策 2000-2010 等が、政策支援継続の根拠となっている。 
中間評価時に強化が提言されていた作業委員会は現在、月 1 度開催されており、

プロジェクト終了後もこの委員会の恒常的な活動の必要性を何回か提起し、INDAP、
その他の構成員も認識しているが、2004 年 10 月現在存続については具体的な決定

はなされていない。 
また、INIA は農業技術の研究機関であるので、INIA に蓄積された技術を内陸乾

燥地の開発に効率的に生かすためには、農業省及び州・県政府の積極的なイニシア

ティブの発揮が今後きわめて重要である。 
 

(2) 技術面 
4-1-2 で述べた技術的課題が残っているため技術面の自立発展性は中程度といえ

る。しかしながらプロジェクトが推奨している果樹の点滴灌漑、不耕起栽培、グル

ープによる温室野菜栽培等の技術は、チリ側に以前からある支援プログラムを有効

に活用して導入している。従って、現在の国の政策や支援システムが変わらなけれ

ば、今後技術的な自立発展性は期待できる。また、日本人専門家はカウンターパー

トの技術レベルを高く評価し、カウンターパートも自らの技術の向上を認識してい

る。聞き取りによると、農家は技術的な問題が生じた場合、多くは独自に解決でき

るとする一方、日本人専門家や INIA のカウンターパートはいまだ指導が必要であ

ると判断している。 
また中間評価時に「農業開発計画の内容の具体化」が提言されているが、土地利

用計画を中心とした最小流域を対象とした農業開発計画のドラフトは、カウンター

パートとの度重なる話し合い、作業委員会での検討を経て内陸乾燥地の他の地域に

おいても応用可能なモデル的な開発計画として、2 つの MMC を対象として作成さ

れている。 
INIA の業績評価システム（研究・論文重視）の問題もあり、プロジェクト終了後

の農民への技術移転については、INIA 組織全体およびカウンターパートの努力が要

求される。 
 

(3) 財政面 
財政面の自立発展性は中程度といえる。 
INIA は、独自の予算を持っておらず、本プロジェクトは MINAGRI とその関係機

関（INDAP、CNR、CONAF 等）によって資金を供給されてきた。これらチリ側関
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係機関の調整は第 8 州 SEREMI（農政局長）をトップとした合同調整委員会、各機

関の補佐官レベルで構成された作業委員会を通じて効率的に行われてきた。チリ側

関係者は、プロジェクトの終了とともにこれまで得てきた財政支援が削減されるの

ではないかと危惧しており、プロジェクト終了後の自立発展性のためには、両委員

会の存続とチリ側関係機関による費用負担が不可欠な条件になる。 
 

(4) 社会面 
社会面の自立発展性は比較的高いと言える。 
多くの農家が実際に生産・収入の向上を実現しており、本プロジェクトによって

改善・実証された技術の導入に引き続き強い関心を持っている。農家への聞き取り

のなかでも、不耕起栽培の継続・拡大、温室栽培、点滴灌漑による果樹栽培等への

強い意欲が明らかになった。 
 

４－１－６ 阻害・貢献要因の総合的検証 
(1) 計画内容に関するもの 

貢献要因としては、計画内容が、農業省、第 8 州が持続的農業および農家の貧困

軽減の促進を優先課題とし、農家の関心も非常に高かったことがあげられる。  

阻害要因に関しては、当初は、小流域ごとに取水堰や溜池を整備した水資源の共

同利用方式が想定されていたが、水源の賦存状況や農家が分散しているという地形

的な条件から、個別利用の灌漑施設を中心にせざるを得なかったことや、施設を共

同で利用するという農民の意識があまり高くないとされたこと等の要因から、小流

域ごとの共同利用システムの採用が進まなかった。しかしながら、農民の意識変化

により、小規模ため池の共同利用等への理解が深まっていることが終了時評価調査

時を通じて、明らかになった。 

  
(2) 実施プロセスに関するもの 

貢献要因としては、中間評価以降、住民の参加を得てそのニーズに応える活動、

先進地視察や交流会の開催など農民と一緒に行う活動、サンホセ小学校児童への環

境保全研修で親子一緒に行う活動などに重点をおき、それらの活動を通じて農家と

専門家およびカウンターパートの強い信頼関係が醸成されたことがあげられる。ま

た、技術の普及においてサンホセ地区のほとんどの農家がメンバーとなっている住

民集会（毎月第 2 水曜日に開催）を大いに活用したことが大きい。 
阻害要因に関しては、プロジェクト開始から前半は試験圃場における調査研究、

データ収集が中心的な活動であったこと、また中間評価で指摘があったとおり日本

人専門家の言語上の障壁があったことなどから、農民の参加といった点において十

分な成果が得られなかったことなどがある。ただし、農民組織化等の活動を通じて、

プロジェクト後半には問題が大幅に改善されたことが確認された。 
 
 
 
 
  

 24



 25

４－２ 結論 

5 項目評価で述べたとおり、日本、チリ双方の努力により指標を満たしていることから

プロジェクト目標はおおむね達成されたと言えるが、水資源の開発、不耕起栽培の定着、

農民の組織化に関しては、いまだ技術的課題が残っている（4-1-2 有効性参照）。今後こ

のような課題を克服することによって、プロジェクトの正の効果を持続し、自立発展性を

高めることが必要である。合同評価チームは、残された課題に対応するためにプロジェク

トを 2 年間延長し、長期専門家については、このうち最初の 1 年間の派遣とすべきである

と結論付けた。 
  
 



第５章 提言と教訓 

 

５－１ 提言 

合同評価委員会は、プロジェクトの成果を持続し、さらに発展させていくために、以下の提言

を行った。以下 5-1-1 はチリ側、5-1-2 および 5-1-3 は日本とチリ側双方が責任を持って実施するこ

ととする。 

 

５－１－１ 上位目標達成のための活動および INIA の組織強化 

(1) 国際セミナーの開催 

本プロジェクトにより改善・実証された技術をチリの内陸乾燥地や同様の問題を抱える

近隣諸国に普及するために、2004 年 11 月に INIA が主催する国際セミナーが開催される。

INIA をはじめ関係機関は今後もこのような努力を継続すべきである。 

 

(2) サンホセ地区への支援の継続 

多くの農民がサンホセ地区を訪れプロジェクトの効果を目の当たりにすることによっ

て新技術の導入の必要性への理解を深めている。サンホセ地区への支援の継続は近隣の内

陸乾燥地の農家に対し、新技術導入を促す上で重要である。こうしたことからもプロジェ

クト終了後も PECA を存続させることはきわめて重要である。 

 

(3) 組織強化および予算の確保 

INIA は改善・実証された技術をサンホセ地区から他の地域へ効率的に移転するために、

関係機関との協力・調整機能をさらに強化すべきである。たとえば 2002 年 10 月の中間評

価時に「調整・連携システムの恒久化」を提言した。これを受けて設置された作業委員会

は、毎月 1 回開催され、CADEPA で改善／開発された技術をチリ側関係機関が持つ各種の

支援プログラムを活用して農民が導入するうえで、また関係機関間の連絡・調整およびプ

ロジェクトへの参加意識の向上を図るうえで、大きな役割を果たしている。委員会による

これらの活動は、今後とも存続することが不可欠である。 

さらにチリ側はプロジェクトの上位目標である「他の地域への技術移転」を促進するた

めの戦略や活動計画を早急に策定すべきであり、チリ政府はそのための活動を実施してい

くために適切な予算を確保すべきである。 

 

５－１－２ 残された課題の実施 

(1) 水資源開発調査の継続 

中間評価後の水需要の拡大を受けて小規模溜池および深井戸について潜在的な水資源

として調査を継続すべきである。また太陽熱や風力等のローカルエネルギーに関する調査

および水質調査の実施、リモートセンシングの使用なども考慮する必要がある。これらの

調査は2005年2月までには完了できないため、プロジェクトの延長期間において実施する。 
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(2) 不耕起栽培のための包括的技術パッケージの確立 

すでに述べたように、不耕起栽培のための包括的技術パッケージの確立には時間を要す

る。現在、サンホセ地区の農家の多くが不耕起栽培技術を導入しているが、導入から十分

な期間を経ていないため、パッケージを確立するためのデータや情報が十分ではない。プ

ロジェクト延長期間において、かかる技術パッケージを確立する必要がある。 

 

(3) 農民組織の強化 

農業機械の管理、運営、整備のために現行の法律に基づく農家による法人組織の設立が

必要である。設立は本プロジェクトの当初の終了予定であった 2005 年 2 月までに設立され

るべきである。 

 

５－１－３ 日本側・チリ側の投入 

上記 5-1-2 を達成するために日本側は長期・短期専門家を派遣すべきである。原則として延長

期間の 1 年目に集中して活動を行うこととし、灌漑／水資源分野および営農／栽培分野におけ

る長期専門家をそれぞれ 1 名、短期専門家を両分野で合計 2～3 名派遣する。営農／栽培分野の

長期専門家は農民組織の強化プロセスをモニターし支援することとする。延長期間の 2 年目は 1

年目の活動を補完するために数名の短期専門家を派遣することとする。さらに日本側は必要に

応じてチリ人カウンターパートの本邦研修を実施する。 

チリ側はカウンターパートの配置、必要な施設・資機材および運営コストの提供等、活動に

応じた投入を行なうこととする。 

 

５－２ 教訓 

作業委員会を通じたサンホセ地区の受益者、プロジェクト実施者である CADEPA、SEREMI、

INDAP、CONAF、PRODESAL やニンウエ区役所等との連携体制は、チリにおける実施モデルとし

て高く評価されている。関係機関の間の密なコミュニケーションによって、プロジェクトの達成

度が高いレベルに達したと思われる。 

 

 



 

 

 

付 属 資 料 

 

 

1． ミニッツ 

2． 評価グリッド 
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 延長 R/D、PDM3、PO3 
（2005 年 1 月署名済み）








































	表紙
	序文
	目次
	プロジェクトの位置図
	写真
	終了時評価調査概要表
	略語表
	第１章　終了時評価調査の概要
	１－１　評価調査団派遣の経緯と目的
	１－２　評価調査団の構成
	１－３　評価調査日程
	１－４　主要面談者

	第２章　終了時評価の方法
	２－１　評価デザイン
	２－２　主な調査項目と情報･データ収集方法
	２－３　合同評価手法

	第３章　プロジェクトの実績と現状
	３－１　投入実績
	３－２　各分野の活動実績
	３－３　プロジェクトの実施プロセス

	第４章　評価結果
	４－１　評価5項目によるプロジェクトの評価結果
	４－１－１　妥当性
	４－１－２　有効性
	４－１－３　効率性
	４－１－４　インパクト
	４－１－５　自立発展性
	４－１－６　阻害・貢献要因の総合的検証

	４－２　結論

	第５章　提言と教訓
	５－１　提言
	５－１－１　上位目標達成のための活動及びINIAの組織強化
	５－１－２　残された課題の実施
	５－１－３　日本側・チリ側の投入

	５－２　教訓

	付属資料
	1. ミニッツ
	Attachment
	Joint final Evaluation Report
	Table of Contents
	1. Introduction
	2. Outline of the Project
	3. Project Performance
	4. Results of Evaluation
	5. Conclusions
	6. Recommendations






